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子育て世帯臨時特別給付金支給に係る申請のお知らせについて 

 

子育て世帯臨時特別給付金の支給について、高校生のみを養育する方等は、申請手続きが

必要であり、すでにホームページ等でお知らせしているところです。 

すべての対象者の方に漏れなく迅速に給付金を支給できるよう、申請が必要な方について

も、下記のとおり個別にご案内を送付します。 

 

 

記 

１．対象者  高校生のみを養育する世帯、新生児を養育する世帯 他  約６15世帯 

２．送付日  年内に発送予定 

３．その他  発送日までに申請済みの方については案内を送付しない。 

        

         

会 見 年 月 日 令和３年１２月２２日（水） 

担 当 課 子育て支援課 

問い合わせ先 

電話番号：0791-43-6808 

FAX 番号：0791-45-3396 

（担当者名：名田 ） 


